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【1 分解説】高額療養費制度とは？ 
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高額療養費制度とは、同一月内の医療費が高額となった時に家計の過重負担となら

ないよう、月初から月末までの医療費の自己負担が一定の限度額(以下、自己負担限

度額）を超えたときに、超過分が払い戻される制度です。 

自己負担限度額は、年齢や所得により決まります。70 歳未満、標準報酬月額 28 万

円～50 万円（年収約 370 万円～約 770 万円）、医療費の窓口負担 3 割を例にとると、

自己負担限度額は「80,100 円 + (医療費 - 267,000 円) × 1％」で算出され、医療

費が 100 万円の場合の自己負担限度額は約 8.7 万円となります。 

還付は、加入している公的医療保険（健康保険組合、協会けんぽの都道府県支部、

市町村国保、後期高齢者医療制度等）に申請します。先ほどの事例の場合、病院の窓

口で医療費 100 万円の 3 割負担である 30 万円を支払い、後に 30 万円から自己負担限

度額約 8.7 万円を差引いた約 21.3 万円が払い戻される仕組みとなっています。ただ

し、高額療養費の払い戻しまでに受診月から 3 か月程度要するため、事前に「限度額

適用認定証」の交付を受けることで窓口での支払い金額を自己負担限度額に抑えるこ

とが可能となります。 

高額療養費制度は保険適用診療に対する自己負担額が対象で、食事代や先進医療費

等の保険適用外の費用は全額自己負担です。そのため、保険適用外の費用も勘案し

た、適切な医療費の準備が大切です。 
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